
省

令

告

示

平成™›年š月™�日 月曜日 第œ���号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

十
号
）
第
十
二
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労

働
省
令
第
二
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働

大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
（
同
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
）
か
ら
当
該
障
害

補
償
年
金
又
は
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
と
き
は
、
第
一
項
の
報
告
書

に
は
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び

同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行

者
規
則
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
及
び
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
の
一
部
改

正
）

第
一
条

自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
（
昭
和

二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
イ
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
又
は
ロ
」
を
「
、
ロ
又
は
ニ
」に
改
め
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
三
条
第
四
号
イ
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
ロ
」
を
「
、
ロ
又
は
ニ
」
に
改

め
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
百
十
七
号

千
葉
県
南
房
総
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失
し
た

た
め
、
こ
れ
を
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
次
に
掲
げ

る
者
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日
ま
で
に
、
同
市

長
に
対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一

当
該
除
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
告
、
申

請
、
請
求
若
し
く
は
嘱
託
を
し
、
又
は
戸
籍
に
記
載
を

要
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
を
更
に
申

し
出
る
こ
と
。

二

前
項
に
掲
げ
る
除
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
除
籍
に
記

載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
現
に

所
持
す
る
者
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
。

注

意

一

申
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

二

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
南
房
総
市
役
所
又
は
千
葉
地
方
法
務
局
館
山
支
局

に
照
会
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

法
務
大
臣

小
川

敏
夫

千
葉
県
安
房
郡
富
浦
町
南
無
谷
二
千
二
百
三
十
七
番
地

の
第
二
号

藤
平
國
太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
八
十
八
号

平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
に
カ
ブ
ー
ル
で
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す

る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス

ラ
ム
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
努
力
推
進

に
寄
与
す
る
た
め
、
両
政
府
の
関
係
当
局
が
合
意
す
る

生
産
物
及
び
役
務
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金
の
贈
与

２

贈
与
額

二
十
八
億
円

３

署
名
者

日

本

側

ˆ
橋
礼
一
郎
在
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
大
使

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
側

ジ
ャ
ー
ヴ
ェ
ド
・
ル
ー
デ
ィ
ン

外
務
副
大
臣

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎

〇
外
務
省
告
示
第
八
十
九
号

平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
に
カ
ブ
ー
ル
で
、
カ
ブ
ー
ル

市
東
西
幹
線
道
路
等
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る

次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ

ム
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

カ
ブ
ー
ル
市
東
西
幹
線
道

路
等
整
備
計
画
の
実
施
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
を

購
入
す
る
た
め
の
資
金
の
贈
与

２

贈
与
額

二
十
五
億
九
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

ˆ
橋
礼
一
郎
在
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
大
使

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
側

ジ
ャ
ー
ヴ
ェ
ド
・
ル
ー
デ
ィ
ン

外
務
副
大
臣

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎

〇
法
務
省
告
示
第
百
十
八
号

北
海
道
砂
川
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

法
務
大
臣

小
川

敏
夫

北
海
道
空
知
郡
砂
川
町
字
上
砂
川
二
十
二
番
地武

田
夘
三
郎

同
町
字
奈
井
江
町
二
十
三
番
地

山
田

義
光

同
町
字
上
砂
川
二
十
二
番
地

五
十
嵐

武

同
所
二
十
二
番
地

進
藤
松
之
助

同
町
字
北
本
町
三
番
地

居
内

惣
Ö

同
町
字
北
光
百
七
十
三
番
地

慶
井

吉

同
町
字
奈
井
江
千
二
番
地

下
川

清
平

〇
外
務
省
告
示
第
九
十
号

平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
に
カ
ブ
ー
ル
で
、
バ
ー
ミ
ヤ

ン
空
港
改
修
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の

書
簡
の
交
換
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
政

府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

バ
ー
ミ
ヤ
ン
空
港
改
修
計

画
の
実
施
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
を
購
入
す
る
た

め
の
資
金
の
贈
与

２

贈
与
額

十
二
億
六
千
万
円

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、
特
別

清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係

J
K

特
殊
法
人
等

企
業
年
金
基
金
設
立
関
係

K
R

会
社
そ
の
他

同
町
字
豊
沼
四
百
四
十
三
番
地

¥
田

金
松

同
町
字
燒
山
二
百
十
番
地

ˆ
岡
Ò
太
郎

同
町
字
上
砂
川
二
十
二
番
地

成
田
Ø
之
助

同
町
字
鶉
三
百
四
十
六
番
地

庄
司

清
尾

同
町
字
北
本
町
百
七
十
六
番
地

寺
田

順
三

同
町
字
南
本
町
二
十
九
番
地

中
谷

藤
視

™
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